


【食品衛生法】

 食品、 添加物等の規格基準 （昭和 34 年厚生

 省告示第 370 号） に適合します。

【注　意】

■幼児の手の届かないところに保管すること。

■万一眼に入った場合は、 すぐに大量の水で洗眼し、医師

　の診察を受けること。

■使用中および使用後しばらくの間は換気をよくすること。

■火気に注意すること。

■大量に使用する場合硬化時に発熱する場合があるので

　注意すること。

■体質によってかぶれることがあるので、 作業時はビニル

　手袋などを着用し、必要に応じて有機ガス用防毒マスクを

　着用すること。

■手に付いた場合はアルコールやアセトンでふき取り、石けん

　と水で洗い落し、 痛み等の変化がある場合、 医師の診断

　を受けること。

■衣服類に付いた場合はすぐにふき取りアルコール、アセトン

　などでもみ取ること。 付着して硬化したら取り除けないので

　注意すること。

■使用後は手洗い、 洗顔、 うがいを十分に行うこと。

■直射日光のあたらないすずしい場所 （20℃前後） に保管

　すること。

■記載の用途以外には使用しないこと。

■中身を使い切ってから廃棄すること。

【使用方法】

①主剤と硬化剤を 100:40 （重量比） で混合し、

　よくかき混ぜてください。

②可使時間の間に流し込み等を行ってください。

＊温度により硬化時間が変わります。

＊流し込みは厚み 20 ～ 30 ㎜を目安に行って

　ください。 厚みをもたせる場合は複数回に

　分けて流し込んでください。

【性　状】


